
市

の

来

年

度

予

算

を

決

め
る
議
会
が
開
会
中
で
す
。

そ

の

予

算

委

員

会

は

三

つ

に
分
か
れ
、
井
上
議
員
は
、

党
議
員
団
の
任
務
分
担
で
、

交
通
局
や
水
道
局
な
ど
「
地

方
公
営
企
業
」
担
当
で
す
。

井

上

議

員

は

「

地

下

鉄

に

続

き

、

市

バ

ス

運

賃

値

上

げ

方

針

も

撤

回

を

」

と

求

め

、

運

賃

収

入

だ

け

で

費

用

を

賄

う

考

え

方

を

批

判
し
ま
し
た
。

※

※

●

井

上

議

員

＝

市

バ

ス

値

上
げ
方
針
も
撤
回
を
。

○
交
通
局
＝
赤
字
だ
か
ら
。

●

必

要

が

あ

れ

ば

一

般

会

計

か

ら

繰

入

が

で

き

る

の

に

、

局

の

方

針

で

は

「

繰

入

に

頼

ら

な

い

運

営

」

と

言

っ

て

い

る

。

決

意

だ

け

で

利

用

は

増

え

な

い

。

敢

え
て
そ
ん
な
方
針
を
掲
げ
、

一

方

で

ま

も

な

く

値

上

げ

と

言

っ

て

も

市

民

は

納

得

で
き
な
い
。

○
独
立
採
算
だ
か
ら
。

●

俗

に

そ

う

言

わ

れ

て

い

る
だ
け
。※

※

そ

こ

で

井

上

議

員

は

、

「

独

立

採

算

」

を

殊

更

に

強

調

す

る

の

は

法

の

趣

旨

か

ら

言

っ

て

も

間

違

い

だ

と

次

の

よ

う

に

指

摘

し

ま

し
た
。

▼

「

住

民

の

福

祉

増

進

」

を

目

的

と

す

る

地

方

自

治

体

が

経

営

す

る

事

業

だ

。

▼

公

営

企

業

法

で

も

「

公

共

の

福

祉

」

が

「

本

来

の

目
的
」
だ
。

▼

条

の

２

で

「

一

般

会

17

計

の

負

担

」

が

先

に

書

か

れ

、

そ

の

後

で

「

一

般

会

計

負

担

を

除

き

、

収

入

で

充
て
る
」
と
な
っ
て
い
る
。

▼

更

に

そ

れ

と

は

別

に

、

補

助

や

出

資

が

規

定

さ

れ

て

い

る

。

コ

ロ

ナ

や

物

価

高

こ

そ

、
「

そ

の

他

特

別

の

理

由

に

よ

り

必

要

が

あ

る

場

合

」

に

該

当

す

る

。

▼

値

上

げ

回

避

の

為

、

一

般

会

計

か

ら

の

繰

入

を

、

法
律
通
り
、
増
や
す
べ
き
。
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地方公営企業法

（経営の基本原則）

第３条 地方公営企業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、その本来の目的である公共の福祉を増進す

るように運営されなければならない。

（経費の負担の原則）

第１７条の２ 次に掲げる地方公営企業の経費で政令で定めるものは、地方公共団体の一般会計…において、

…負担するものとする。

一 その…地方公営企業の経営に伴う収入をもつて充てることが適当でない経費

二 その地方公営企業の性質上能率的な経営を行なつてもなおその経営に伴う収入のみを

もつて充てることが客観的に困難であると認められる経費

２ 地方公営企業の…経費は、前項の規定により地方公共団体の一般会計…において負担するも

のを除き、当該地方公営企業の経営に伴う収入をもつて充てなければならない。

（補助）

第１７条の３ 地方公共団体は、災害の復旧その他特別の理由により必要がある場合、一般会計…から地方公

営企業…に補助することができる。

（出資）

第１８条 地方公共団体は、 〃 …一般会計…から地方公営企業…に出資をすることができる。

市
バ
ス
運
賃
値
上
げ
方
針
の
撤
回
を

公
営
企
業
の
在
り
方
が
問
わ
れ
て
い
る

＝
予
算
特
別
委
員
会
＝

公
営
企
業
（
交
通
・
水
道
局
な
ど
）
は
、
一

般
に
「
独
立
採
算
制
」
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

運
賃
や
水
道
料
な
ど
で
費
用
を
賄
う
と
い
う
考

え
方
で
す
。
そ
こ
で
交
通
局
な
ど
は
、
赤
字
だ

か
ら
運
賃
値
上
げ
や
む
な
し
、
と
い
う
訳
で
す

が
、
は
た
し
て
そ
れ
で
い
い
の
か
。

一
方
、
市
バ
ス
地
下
鉄
運
賃
値
上
げ
予
定
と

の
従
来
の
方
針
で
し
た
が
、
地
下
鉄
は
借
金
す

る
こ
と
で
、
当
面
、
値
上
げ
方
針
は
撤
回
と
な

り
ま
し
た
。
市
民
世
論
の
成
果
で
す
。

地方

自治法

第１条の２

地方公共団

体は、住民の

福祉の増進を

図る…役割を

担う…。


